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資料３



市町による対策内容
（坂祝町）



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
建物を建築する場合、建築物の高さを規制し集中豪
雨時等の際、建築物の浸水被害の発生を防止する。
(2)内容
開発事業や建物の新築の際、口頭で開発事業主や
建築主、設計士等に浸水区域や高さの説明や指導を
行ってきたが、指導要綱を策定し、事前の届け出制度
を取り入れ確実に建築物の高さ（標高６２ｍ以上）を規
制する。
(3)位置
酒倉地内で浸水が予想される区域

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 建築高さ等の事前届け出制度の創出
■実施状況 ： 平成２５年６月より制度運用を開始
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  1) 建築高さ等の事前届け
出制度の創設

坂祝町

(1/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降
建築高さ等の
事前届け出制
度の創設

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

制度開始からの届
け出件数０件

（百万円）

－



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
浸水が予想される区域内で浸水被害を防止するため
の防止柵設置費用の経済的負担を軽減する。
(2)内容
防止柵設置工事費の費用を一部補助する。
(3)位置
酒倉地内で浸水が予想される地内

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 浸水防止柵設置助成制度の創設
■実施状況 ： 平成２６年４月より制度運用を開始
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  2) 浸水防止柵設置助成制
度の創設

坂祝町

(2/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降

浸水防止柵
設置助成制
度の創設

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

制度開始からの申
請件数０件

（百万円）

０



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
浸水が予想される区域内で浸水被害を防止するため
に既設建物の嵩上げ工事をされる方の経済的負担を
軽減する。
(2)内容
既設建物の嵩上げ工事費の一部を補助する。
(3)位置
酒倉地内で浸水が予想される地内

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 既設住宅の嵩上げ工事助成制度の創設
■実施状況 ： 平成２６年４月より制度運用を開始
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  3) 既設住宅の嵩上げ工事
助成制度の創設

坂祝町

(3/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降
既設住宅の嵩
上げ工事助成
制度の創設

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

制度開始からの申
請件数０件

（百万円）

０



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
地域住民の意識向上を図る。
(2)内容
内水の氾濫等の浸水情報および非難に関する情報
を住民にわかりやすく提供する内水ハザードマップを作
成し、公表する。
(3)その他
町全体図である親図と当該地区をピックアップした地
区詳細図である子図を作成、公表する。
子図は当該地区民に配布する。
町ホームページでも公開する。

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 内水ハザードマップの作成・公表
■実施状況 ： 国土交通省にて内容を検討
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  5) 内水ハザードマップの
作成・公表

坂祝町

(4/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降

内水ハザー
ドマップの作
成・公表

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

国土交通省にて内
容を検討

（百万円）

０



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
内水の氾濫等の浸水情報および避難に関する情報
を住民にわかりやすく提供するため。
(2)内容
案内標識の設置
(3)位置
加茂川浸水地域
(4)施設規模
６箇所

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： まるごとまちごとハザードマップの作成公表
■実施状況 ： 平成２５年度に実績浸水深表示板を６ヶ所設置
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  6) まるごとまちごとハザー
ドマップの作成公表

坂祝町

(5/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降
まるごとまちご
とハザードマッ
プの作成公表

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

平成２５年度に実
績浸水深表示板を
６ヶ所設置

英語、ポルトガル語を併記

（百万円）

０



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
地域住民に迅速かつ的確な情報を提供する。
(2)内容
緊急情報、気象注意報・警報、河川水位情報、避難
情報などをインターネットを使い発信する。

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： メール・ツイッターによる情報提供
■実施状況 ： 坂祝情報かわら版により情報配信
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  12) メール・ツイッターによる
情報提供

坂祝町

(6/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降
メール・ツイッ
ターによる情報
提供

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

継続して実施する。 （百万円）

－



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

平成２３年６月に策定した農地保全・活用ビジョ
ンにおいて、坂祝町酒倉深田地区の農地は、転
用不可地域として位置づけられている。平成２６
年９月に開催した農業委員会から、各地区の委
員で当該地区の監視を行っている。

(1)目標
田畑から宅地へ転換した場合、降雨時の流出量増加
となることから、宅地への転換を監視し、流出量の増加
を防止する。
(2)内容
農地の宅地転換への監視
(3)位置
加茂川浸水地域

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 土地開発行為の監視
■実施状況 ： 農地の宅地転換の監視を実施
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.1  17) 土地開発行為の監視 坂祝町

(7/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降

土地開発行
為の監視

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

Ｈ２６年９月以降、
各地区の委員にお
いて監視を実施。

（百万円）

－



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
雨水の利用と地下浸透により河川への流出抑制を図
る。
(2)内容
下水道への接続時に不用となる浄化槽を雨水貯留
施設に改造する費用及び簡易貯留施設の購入費用
の一部を助成の創設。
(3)位置
坂祝町全域

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 貯留浸透施設の整備（各家庭）
■実施状況 ： 平成２６年４月より制度運用を開始
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.2  1) 貯留浸透施設の整備
（各家庭）

坂祝町

(8/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降

貯留浸透施
設の整備
（各家庭）

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

制度開始からの申
請件数６件
広報及びホーム
パージで公表

（百万円）

０．２



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
雨水の利用と地下浸透により河川への流出抑制と地
下水涵養を図る。
(2)内容
雨水桝に地下浸透機能を有するものに改造または新
設する費用の一部を助成する制度の創設。
(3)位置
町内全域（浄化槽の改造費用助成対象者は下水道
供用開始区域内とする。）
(4)施設規模
一般住宅の施設を対象とする。

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 雨水流出抑制施設の設置助成制度の創設
■実施状況 ： 平成２６年４月より制度運用を開始
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.2  3) 雨水流出抑制施設の設
置助成制度の創設

坂祝町

(9/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降

貯留浸透施
設の整備
（各家庭）

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

制度開始からの申
請件数１件

（百万円）

０．１



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
加茂川流域内の開発事業について、土地利用の制
限や注意喚起、情報提供を行い加茂川下流域の建物
等の浸水被害の発生を防止し被害を最小限にとどめる。
(2)内容
開発指導要綱により、開発事業の計画について調整
池や浸透舗装、雨水浸透ますの設置を指導し流出抑
制を促し、加茂川下流域の浸水被害の発生を防止し、
被害を最小限にとどめる。
1000㎡～3000㎡の開発・・・浸透マス、透水性舗装の指
導
3000㎡以上の開発・・・・調整池の設置指導
(3)位置
坂祝町全域

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 土地開発事業指導要綱による土地利用規制の強化
■実施状況 ： 開発事業者に対する指導
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.2  4)
土地開発事業指導要綱
による土地利用規制の

強化
坂祝町

(10/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降
土地開発事業
指導要綱によ
る土地利用規
制の強化

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

継続して実施する。 （百万円）

－



前年度事業費備考（コメント）

(対策の具体目標)

(実施箇所 実施イメージ図）

(事業計画)

(1)目標
加茂川下流部において繁茂している竹木が出水時に
流出すると、排水機場運転に支障となる恐れがあるた
め、地権者と自治体が協働で伐採・処理を行う。
(2)内容
竹木の伐開
(3)位置
加茂川沿川

加茂川総合内水対策 アクションプログラム（実行計画）

■対策メニュー ： 加茂川沿川の竹木の伐開
■実施状況 ： 地域住民の自主的団体により河川区域内の除草、伐開及び清掃活動の実施
■課題等 ： －

№ 施策名称 事業主体

3.6.3  1) 加茂川沿川の竹木の伐
開

坂祝町

(11/11)

H25年 次 H26 H27 H28 H29 H30以降

加茂川沿川
の竹木の伐
開

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

最新の実施予定

報告機関：坂祝町

継続して実施する。 （百万円）

０．２


